
黒埼病院の概要
 医療法人社団　晴和会

  新潟市西区黒鳥２３３９番地１

  ２００２年８月１日

  独立型

 内   科

 月曜日から金曜日（祝祭日除く）
 午前９時～正午
 佐藤　宏　
 杉下　雄為

  医療保険療養病床 ６０床

  通所リハビリテーション 定員４０名 （介護予防通所リハビリテーションを含む）

　黒埼病院介護医療院 １２０床

  指定居宅介護支援事業者　黒埼病院　（ケアプラン作成事業所）

97 名

黒埼病院の基本理念
満足と安心の得られる病院。
    地域にとってよりよい医療・介護を目指し努力を続けます。

自分が入院したいと思える病院。
    患者様に信頼される技術と温かいホスピタリティーを提供できる環境作りを目指します。

職員が仕事にやりがいを感じ、医療人として楽しく働ける病院。
    健全な経営を目指し、日々業務効率の向上に努力します。

黒埼病院の苦情処理システム
当院では、患者様やご家族様、また、病院を利用される皆様より寄せられる、病院に対する苦情・

ご要望・ご意見やご感想などを次のようなシステムで収集し、よりよい病院運営に生かすため、

有効に活用させていただきます。各階のコイン電話機近くに投書箱が設置されておりますので、

お気軽にご投函ください。

苦情・ご要望・ご意見など→投書箱→委員会による集計→

→当院管理運営会議・委員会等の開催による審議・対策立案→

→該当部署・病院全体への指導・勧告・情報提供→

→苦情や意見・要望の内容とその対策・結果の院内掲示

設 置 形 態

2024年4月

設 置 主 体

設 置 場 所

開 設

診 療 科 目

診 療 時 間

担 当 医

設 置 規 模

併 設 事 業 所

職 員 数



佐藤  宏

杉下雄為

医　局  常勤医師 5名（上記含む）

 非常勤医師 ８名

看護部 看護部長  小松静子

外 　来 　看護1名

　看護１９名・介護１６名・他１名

　看護１３名・介護１７名・他１名

　看護１４名・介護１６名・他１名

施設ケアマネジャー ２名 （１名は介護医療院専従）

通所リハビリテーション 看護２名・介護9名・他１名

リハビリテーション部 理学療法士 5名 （１名は医療療養病床専従）

作業療法士 ４名 （１名は医療療養病床専従）

言語聴覚士 2名

薬　局 薬剤師 ４名 （１名は介護医療院専従）

臨床検査室 １名

ＣＴ・Ｘ線室 １名

 　事務長　後明　敬典  　　　総務・経理・医事5名

栄養給食室 管理栄養士　　3名

調理職員　 外部委託

 正木由紀子 （薬剤師）

杉下　雄為　（医師）

 青柳智恵子 （診療放射線技師）

 佐藤愛子 （臨床検査技師）

診療部長

2025年10月

黒埼病院/黒埼病院介護医療院　の組織

管理者　院長

《医療機器安全管理責任者》

２階（医療療養病床）

３階　（介護医療院）

４階　（介護医療院）

相 談 室 相談員　5名

事 務 室

《 医 薬 品 安 全 管 理 責 任 者 》

《医療放射線安全管理責任者》

《 精 度 管 理 責 任 者 》



指定通知

医 療 機 関 コ ー ド ０１２１１７９
医療療養病床

１５７０１０２３０９
通所リハビリテーション

２００２年８月１日

介護予防通所リハビリテーション

生活保護法医療機関指定番号
 生潟医　第１３０１１２４３号 ２００２年８月１日

生活保護法介護機関指定番号
 生潟介　第３５３－７ 号

通所リハビリテーション ２００２年８月１日

 生潟介　第１８８３－２７ 号
介護予防通所リハビリテーション ２００７年８月１日

 生潟介　第１５４０１４８９４８－７５ 号
介護医療院 ２０２０年４月１日

 生潟介　第１５４０１４８９４８－１０ 号
短期入所療養介護 ２０２０年４月１日

難病の患者に対する医療等に関する法律
第１４条第１項指定医療機関

結核予防法第３６条第１項指定医療機関

原子爆弾被爆者一般疾病医療機関

６０床 ２００２年８月１日

2024年4月

定員４０名

２００６年４月１日

２０１５年１月１日

２００２年８月１日

２００２年８月１日



届出認可事項
医療保険病棟

療養病棟入院料１

看護補助体制充実加算

療養病棟療養環境加算１

薬剤管理指導料

ＣＴ撮影（１６列以上６４列未満のマルチスライスＣＴ）

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

診療録管理体制加算３

データ提出加算

入院時食事療養（Ⅰ）又は入院時生活療養（Ⅰ）

通所リハビリテーション
施設等の区分 通常規模型事業所

入浴介助体制 あり

重度療養管理体制 あり

中重度者ケア体制 あり

短期集中リハビリテーション体制 あり

栄養改善体制 あり

口腔機能向上体制 あり

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅰ）

　介護予防通所リハビリテーション
栄養改善体制 あり

口腔機能向上体制 あり

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅰ）

2024年10月

　（管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については18時以降）適温で提供しています）


